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一
及
び
三
に
つ
い
て 

こ
の
よ
う
な
不
透
明
・
不
確
実
な
要
素
が
残
さ
れ
て
い
る
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
我
が
国
が
単
独
で
そ
の
安
全
を
確
保

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
米
国
と
の
安
全
保
障
体
制
を
堅
持
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
が
最
も
賢

明
な
道
で
あ
る
と
考
え
る
。
ま
た
、
日
米
安
全
保
障
条
約
に
基
づ
き
、
我
が
国
に
駐
留
す
る
米
軍
は
、
極
東
に
お
け
る
国
際

の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
も
寄
与
す
る
も
の
で
あ
る
。 

今
日
の
国
際
社
会
に
お
い
て
は
、
冷
戦
当
時
の
東
西
間
の
軍
事
的
対
峙
の
構
造
は
消
滅
し
た
も
の
の
、
宗
教
上
の
対
立
や

民
族
問
題
等
に
根
ざ
す
対
立
が
顕
在
化
す
る
な
ど
依
然
と
し
て
不
透
明
・
不
確
実
な
要
素
を
は
ら
ん
で
い
る
。
ア
ジ
ア
太
平

洋
地
域
に
お
い
て
も
、
極
東
ロ
シ
ア
の
軍
事
力
の
量
的
削
減
等
の
変
化
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
核
戦
力
を
含
む

大
規
模
な
軍
事
力
が
存
在
し
、
多
数
の
国
が
軍
事
力
の
近
代
化
等
を
行
っ
て
お
り
、
ま
た
、
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
緊
張
が
継

続
す
る
な
ど
、
依
然
と
し
て
不
透
明
・
不
確
実
な
要
素
が
残
さ
れ
て
い
る
。 

し
た
が
っ
て
、
政
府
と
し
て
は
、
今
後
と
も
日
米
安
全
保
障
条
約
に
基
づ
き
、
米
軍
に
対
し
同
条
約
の
目
的
達
成
に
必
要 

衆
議
院
議
員
小
森

邦
君
提
出
米
軍
基
地
に
か
か
わ
る
「
公
共
の
福
祉
」
「
外
国
の
脅
威
」
「
自
衛
権
の
行 

使
」
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

三 

 



 

二
に
つ
い
て 

な
施
設
・
区
域
の
使
用
を
認
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
他
方
、
沖
縄
に
お
け
る
米
軍
の
施
設
・
区
域
の
整
理
、
統
合
、
縮
小

を
は
じ
め
と
す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
誠
実
に
対
処
す
る
こ
と
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
の
政
府
の
考
え
方
に
つ
い
て
は
、
先

の
答
弁
書
（
平
成
八
年
一
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
三
四
第
二
三
号
）
の
「
一
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
答
弁
し
た
と
お
り
で
あ

る
。 憲

法
第
二
十
九
条
第
三
項
に
い
う
「
公
共
の
た
め
」
と
は
、
一
般
に
、
私
的
利
益
を
超
え
た
一
般
社
会
の
公
益
の
実
現
の

た
め
と
い
う
意
味
の
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
米
軍
は
、
日
米
安
全
保
障
条
約
に
基
づ
き
、
我
が
国
の
安
全
に
寄
与
し
、

並
び
に
極
東
に
お
け
る
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
寄
与
す
る
た
め
、
我
が
国
に
駐
留
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の

よ
う
な
目
的
を
有
す
る
米
軍
の
駐
留
は
、
我
が
国
の
生
存
と
安
全
の
維
持
と
い
う
国
益
を
確
保
す
る
上
で
重
要
で
あ
り
高
度

の
公
共
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
政
府
と
し
て
は
、
先
の
答
弁
書
（
平
成
八
年
一
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一

三
四
第
二
三
号
）
の
「
二
及
び
四
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
答
弁
し
た
と
お
り
、
米
軍
の
駐
留
の
用
に
供
す
る
た
め
土
地
を
使

用
す
る
こ
と
は
、
憲
法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
「
公
共
の
た
め
に
用
ひ
る
」
こ
と
に
該
当
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
。 

四 

 



 

四
に
つ
い
て 

五
に
つ
い
て 

御
質
問
に
あ
っ
た
「
憲
法
制
定
当
時
に
お
け
る
吉
田
首
相
の
答
弁
」
が
い
ず
れ
の
も
の
を
指
す
の
か
定
か
で
は
な
い
が
、

憲
法
制
定
当
時
に
お
い
て
、
当
時
の
吉
田
総
理
は
、
昭
和
二
十
一
年
六
月
二
十
九
日
の
衆
議
院
本
会
議
に
お
い
て
、
「
近
年 

 

ノ
戦
争
ハ
多
ク
ハ
国
家
防
衛
権
ノ
名
ニ
於
テ
行
ハ
レ
タ
コ
ト
ハ
顕
著
ナ
ル
事
実
デ
ア
リ
マ
ス
、
故
ニ
正
当
防
衛
権
ヲ
認
ム
ル

コ
ト
ガ
偶
ゝ
戦
争
ヲ
誘
発
ス
ル
所
以
デ
ア
ル
ト
思
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
、
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
答
弁
に
関
し
、 

 

同
年
七
月
四
日
の
衆
議
院
帝
国
憲
法
改
正
案
委
員
会
に
お
い
て
、
「
私
ノ
言
ハ
ン
ト
欲
シ
マ
シ
タ
所
ハ
、
自
衛
権
ニ
依
ル
交 

戦
権
ノ
放
棄
ト
云
フ
コ
ト
ヲ
強
調
ス
ル
ト
云
フ
ヨ
リ
モ
、
自
衛
権
ニ
依
ル
戦
争
、
又
侵
略
ニ
依
ル
交
戦
権
、
此
ノ
二
ツ
ニ
分 

政
府
と
し
て
は
、
米
国
が
ど
の
よ
う
な
脅
威
認
識
を
有
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
立
場
に
は
な
い
が
、
平
成
五

年
九
月
に
米
国
防
省
に
よ
り
発
表
さ
れ
た
米
国
防
戦
略
の
見
直
し
に
関
す
る
「
ボ
ト
ム
・
ア
ッ
プ
・
レ
ヴ
ュ
ー
」
に
お
い
て

は
、
冷
戦
時
の
ソ
連
に
よ
る
大
量
の
核
、
通
常
兵
器
に
よ
る
地
球
規
模
の
脅
威
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
核
兵
器
等
大
量
破

壊
兵
器
拡
散
等
に
よ
る
危
険
、
地
域
的
紛
争
の
危
険
、
民
主
主
義
及
び
改
革
に
対
す
る
危
険
並
び
に
経
済
の
安
全
保
障
に
対

す
る
危
険
の
四
つ
の
新
た
な
危
険
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
承
知
し
て
い
る
。 

五 

 



 

 

六 

ケ
ル
区
別
其
ノ
コ
ト
ガ
有
害
無
益
ナ
リ
ト
私
ハ
言
ツ
タ
積
モ
リ
デ
居
リ
マ
ス
、
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
そ
の
後
、
昭
和
二
十 

 
五
年
一
月
二
十
三
日
の
第
七
回
国
会
に
お
け
る
施
政
方
針
演
説
に
お
い
て
は
、
「
戦
争
放
棄
の
趣
意
に
徹
す
る
こ
と
は
、
決 

し
て
自
衛
権
を
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
昭
和
二
十
六
年
十
月
十
八

日
の
衆
議
院
平
和
条
約
及
び
日
米
安
全
保
障
条
約
特
別
委
員
会
に
お
い
て
、
「
私
の
当
時
言
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
の
で 

 

は
、
し
ば

〱
自
衛
権
の
名
前
で
も
っ
て
戦
争
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
申
し
た
と
思
い
ま
す
が
、
自
衛
権
を
否
認
し
た

と
い
う
よ
う
な
非
常
識
な
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
」
と
し
て
、
憲
法
第
九
条
第
一
項
が
、
独
立
国
家
に
固
有
の
自
衛
権 

 

ま
で
も
否
定
す
る
趣
旨
で
は
な
い
旨
答
弁
し
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

当
時
の
吉
田
総
理
の
答
弁
等
は
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
憲
法
第
九
条
第
一
項
に
関
す
る
政
府
の
見
解
は
、
先
の
答
弁

書
（
平
成
八
年
一
月
十
二
日
内
閣
衆
質
一
三
四
第
二
三
号
）
の
「
五
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
答
弁
し
た
と
お
り
で
あ
る
。 


